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令和３年度阿久根市歳入歳出決算に係る健全化判断比率及び 

阿久根市公営企業会計決算に係る資金不足比率の審査意見について  

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３

条第１項及び第２２条第１項の規定により，令和４年８月２日に審査に付され

た令和３年度阿久根市歳入歳出決算に係る健全化判断比率及び阿久根市公営企

業会計決算に係る資金不足比率並びに算定の基礎となる資料を審査した結果に

ついて，次のとおり意見を提出します。  



  

 

    令和３年度阿久根市歳入歳出決算に係る健全化判断比率 

    及び阿久根市公営企業会計決算に係る資金不足比率審査意見 

 

１ 審査の対象 

   令和３年度阿久根市の決算に基づく健全化判断比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類 

   令和３年度阿久根市の決算に基づく公営企業会計に係る資金不足比

率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

２ 審査の期間 

  令和４年８月２日から同年９月２日まで 

 

３ 審査の方法 

  審査に当たっては，市長から審査に付された実質赤字比率，連結実質赤

字比率，実質公債費比率，将来負担比率及び資金不足比率について，その

算定の基礎となる事項を記した書類が適正に作成され，その計数は正確で

あるか，法令等に照らし財政指標の算出過程に誤りがないか，財政指標の

計算に適切な算定要素が用いられているか，健全化判断比率等の算定に当

たっては公正な判断が行われているかを主眼として審査を行った。 

 

４ 審査の結果 

  審査に付された実質赤字比率，連結実質赤字比率，実質公債費比率，将

来負担比率，資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

は，いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 

   実質赤字比率                   （単位：％） 

年 度 実質赤字比率 早期健全化基準 財政再生基準 

令和３年度 － １４.１０  

２０.００ 

 

令和２年度 － １４.２５ 

令和元年度 － １４.３３ 

一般会計の実質収支額は７３４,２８３千円の黒字であり，実質赤字

比率は算定されない。 
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   連結実質赤字比率                 （単位：％） 

年 度 連結実質赤字比率 早期健全化基準 財政再生基準 

令和３年度 － １９.１０  

３０.００ 

 

令和２年度 － １９.２５ 

令和元年度 － １９.３３ 

一般会計及び特別会計の実質収支額は，一般会計が７３４,２８３千

円，国民健康保険特別会計（事業勘定）が２４,４９９千円，国民健康

保険特別会計（直営診療施設勘定）が３４２千円，交通災害共済特別会

計が８１８千円，介護保険特別会計（事業勘定）が７４,０２５千円，

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）が４,５８９千円，後期高

齢者医療特別会計が６１６千円でいずれも黒字である。 

   また，法適用企業の水道事業会計は１，１１６，７７７千円の剰余額

があり，連結実質赤字比率は算定されない。 

 

   実質公債費比率                  （単位：％） 

年 度 実質公債費比率 早期健全化基準 財政再生基準 

令和３年度 ６.７  

２５.０ 

 

３５.０ 令和２年度 ６.５ 

令和元年度 ６.５ 

   一般会計等が負担する，元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模

に対する比率である実質公債費比率は，６.７％であり，早期健全化基

準内である。 

 

   将来負担比率                   （単位：％） 

年 度 将来負担比率 早期健全化基準 財政再生基準 

令和３年度 －  

３５０.０ 

 

 

令和２年度 － 

令和元年度 － 

   地方債残高のほか，一般会計等が将来負担すべき，実質的な負債の標

準財政規模に対する比率である将来負担比率はマイナスとなり，本市が

将来負担すべき実質的な負債がない状況を示している。 

   将来負担比率がマイナスとなる主な要因は，将来負担額に対し，充当

可能財源等の額が上回るためである。 
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   資金不足比率                   （単位：％） 

会 計 名 
資 金 不 足 比 率 経営健全

化基準 令和３年度 令和２年度 令和元年度 

水道事業会計 

（法適用企業） 
－ － － ２０.０ 

   法とは，地方公営企業法である。なお，資金不足比率が算定されない

ため「－」で表示している。 

   水道事業会計の資金不足比率は，事業費の規模に対する資金不足を示

したものであるが，流動負債（企業債を引いた額）から流動資産（貸倒

引当金を引いた額）を引いた資金不足額は△１，１１６，７７７千円と

なり，資金不足はなく健全な状態で運営されている。 

    

５ 総合意見 

  令和３年度阿久根市歳入歳出決算に係る健全化判断比率及び阿久根市

公営企業会計決算に係る資金不足比率に関する意見としては前述のとお

りであり，全て早期健全化基準や経営健全化基準に触れるところもなく，

歳入歳出に係る財政健全性は保たれている。 
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